
令和5年

1月から 新様式の申請書（届出書）への切替をお願いします

協会けんぽでは、加入者様がより分かりやすく、記入しやすくするとともに、加入者様へより迅速に給付金をお

支払いすること等を目的として、令和5年1月に各種申請書（届出書）の様式を変更します。

※新様式の申請書（届出書）は、令和4年11月以降、当協会ホームページよりダウンロードいただけますが、
令和5年1月以降にご使用いただきますようお願いします。

様式を変更する主な申請書（届出書）

任意継続関係

任意継続被保険者資格取得申出書

任意継続被保険者被扶養者（異動）届

任意継続被保険者資格喪失申出書

健康保険給付関係

傷病手当金支給申請書

療養費支給申請書（立替払等）

療養費支給申請書（治療用装具）

特定疾病療養受療証交付申請書

任意継続被保険者氏名 生年月日 性別

住所 電話番号変更（訂正）届

被保険者証等再交付関係

被保険者証再交付申請書

高齢受給者証再交付申請書

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

高額療養費支給申請書

出産手当金支給申請書

出産育児一時金支給申請書

出産育児一時金内払金支払依頼書

埋葬料（費）支給申請書

限度額適用認定申請書

ポイント①

マス目化した記入欄の増加
文字の読み取り精度を高め、より迅速に事務処理を
行うため、マス目化した記入欄を増やしました。

ポイント②

記入方法を選択式に変更
わかりやすい記入方法とするため、記述式から選択式
に変更しました。

変更のポイント

機密性1



必要な申請書をクリック

R4.12.28以降に提出・
処理するものは

新様式を出力！！

新様式の申請書等は、協会けんぽホームページから入手可能！
(お電話で郵送のご依頼をいただくことも可能です。)

協会けんぽホームページの

こちらをクリック

令和5年1月以降に旧様式の申請書をご提出された場合、事務処理等に時間を要してしまう
ことがございますので、新様式のご使用をお願いします。

ご注意ください！

必ず「記入例」をご確認ください！
（記入方法が大幅に変更されているものもあります。）



大分支部では、「（新様式）記入のポイント」も随時公開していきます

都道府県支部をクリック

大分県をクリック

次ページから、「（新様式）記入のポイント 傷病手当金」を掲載しています。
（そのほかの申請書の「ポイント」は、上記手順でホームページをご確認ください。）

令和5年1月～ （新様式）申請書記入のポイントをクリック

広報をクリック



機密性2

原則、記入不要

受取代理は原則廃止 → 必要の際は別紙記入

（新様式）記入のポイント 傷病手当金①

記入すると確認
書類が必要

自動審査対象外となり、支
給日数要する場合あり

↑ 必要個所をすべて記入 ↑

不明の場合は記入不要



２回目以降の請求や退職後も必ず記入

（新様式）記入のポイント 傷病手当金②

「療養担当者記入」欄から転記等

↑ 必要個所をすべて記入 （「はい」 「いいえ」なども未記入にしないでください） ↑

・ケガのときの「負傷原因届」は原則不要
*ただし、法人の役員は必要な場合あり。

→ 詳しくは 「記入の手引き」3Pをお読み
ください。



（新様式）記入のポイント 傷病手当金③-1

この欄に「給与計算式」等を記入しないでください

出勤日「以外」の日は、
何も記入しない。

・ 公休 → 未記入
・ 有給 → 〃

・ 欠勤 → 〃

「出勤日」に支払った
報酬等を記入しない。
（自動審査で、一律に減
額・不支給になる可能性が
あります。）

【例えば11月の勤務が下記状況だっ
たとき】

・10日出勤
（基本給：日給10,000円）

・10日欠勤／10日公休
・ほかに手当なしの場合

↓
（正） 何も記入しない
（誤） 100,000円

（出勤分賃金を記入）

※ 出勤した日の賃金を記入す
ると、上記の例では自動審査
で「100,000円」別に手当て
が支給されたと判定され、傷
病手当金が減額・不支給とな

ります。

★出勤していない日に、
支給した報酬等について、記入。
・有給休暇の賃金
・1か月固定の手当 等

★手当の名称は記入不要

★必ず記入

★勤務状況は、出勤した日を
〇で囲むのみ（早退は「早」と

記入）

★必ず記入

★必ず記入

自動審査システムの導入に伴い、記入方法に誤りがあると正確な支給金額が算出されない可能
性があります。また、「給与計算式」などシステムが想定していない内容が記載されていると、判別
ができずに支給決定できないため、書類を一旦返戻させていただきます。



（新様式）記入のポイント 傷病手当金③-2

記入例① 「欠勤期間中の賃金は一切支払わない × 給与締：月末」

出勤期間 欠勤期間 給与締日

基本給 0円

通勤手当 0円

↓
傷病手当金　11/1～11/30　を申請したいとき

↓

賃金支払状況

なし 11/1～11/30 月末

0 4 1 1

記入例② 「欠勤期間中の賃金は通勤手当のみ満額支給 × 給与締：月末」

0 4 1 1

出勤期間 欠勤期間 給与締日

基本給 0円

通勤手当 5,000円

↓

なし 11/1～11/30 月末

↓

傷病手当金　11/1～11/30　を申請したいとき

賃金支払状況

「出勤日」以外は何も記入しない

「支払いなし」のときは何も記入しない
（給与計算式等も記入しない）

「出勤日」以外は何も記入しない

0 4 1 1 0 1 0 4 1 1 3 0 0 0 05

↑ 「支払った期間」を記入
（満額支給の場合、給与締めの期間）

↑ 「支払った
金額」を記入

支払いのなかった基本給については、記入しない



（新様式）記入のポイント 傷病手当金③-3

記入例③ 「欠勤期間中に一部有給休暇があった × 給与締：月末」

0 4 1 1

記入例④ 「基本給、通勤手当は欠勤控除 × 住宅手当は満額支給 × 給与締：月末

0 4 1 1

「出勤日」以外は何も記入しない

0 4 1 1 0 1 0 4 1 1 3 0 0 0 00

↑ 「支払った期間」を記入
（満額支給の場合、給与締めの期間）

↑ 「支払った
金額」を記入

出勤期間 欠勤期間 給与締日

基本給 0円

有給手当 30,000円

↓
傷病手当金　11/1～11/30　を申請したいとき

↓

賃金支払状況

なし
11/1～11/30
（11/5～11/7は有休）

月末

日給10,000円×3日分

0 4 1 1 0 5 0 4 1 1 0 7 0 0003

↑ 「支払った
金額」を記入

↑ 「支払った期間」を記入
（有給休暇の場合、休暇期間）

出勤期間 欠勤期間 給与締日

基本給 100,000円

通勤手当 2,500円

住宅手当 20,000円

↓
傷病手当金　11/16～11/30　を申請したいとき

↓

賃金支払状況

11/1～11/15 11/16～11/30 月末

↑ 「出勤日」のみに〇をつける

2

支払いのなかった基本給、通勤手当については、記入しない

支払いのなかった基本給については、記入しない



（新様式）記入のポイント 傷病手当金③-4

記入例⑤ 「欠勤期間中の賃金は住宅手当のみ満額支給 × 給与締：２０日」

0 4 1 0

0 4 1 0 2 1 0 4 1 1 2 0 0 0 00

↑ 「支払った期間」を記入
（満額支給の場合、給与締めの期間）

↑ 「支払った
金額」を記入

↑ 「出勤日」のみに〇をつける

2

出勤期間 欠勤期間 給与締日

基本給 100,000円

住宅手当 20,000円

基本給 0円

住宅手当 20,000円
20日

↓
傷病手当金　11/1～11/30　を申請したいとき

↓

賃金支払状況

10/21～10/31 11/1～11/20 20日

11/21～11/30

0 4 1 1

0 4 1 2

0 4 1 1 2 1 0 4 1 2 2 0 02 0 0 0

支払いのなかった基本給については、記入しない



（新様式）記入のポイント 傷病手当金④

・このページは療養担当者（主治医など）
から記入を受けてください。


